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今年度は右表のとおり、一般
2,323件、法人145件、合わせて
2,468件の皆さんが、本会会員に
加入し、総額3,339,000円の会費
を納めていただきました。
会員の皆さんにおかれましては、
本会の活動にご賛同いただき誠に
ありがとうございました。
この会費は、本会が行う、サロン
活動助成やボランティア団体への
支援、児童・生徒の福祉実践教室の
開催など、本会の福祉活動を推進

するために使わせていただきます。
また、会費の取りまとめにご協力
いただきました関係団体の皆さん
にも深くお礼申し上げます。
なお、会員募集事業につきまして
は、本会窓口や市役所福祉政策課
窓口などで年間を通じて行っており
ますので、引き続きご支援をお願い
いたします。
今後とも本会の事業活動にご理
解とご支援をいただきますようお願
い申し上げます。

■成瀬　幸雄（なるせ　ゆきお）氏
1952年愛知県生まれ。
大学卒業後、関西の商社勤務を経て、1978年南医療生協就職。2000年南
医療生協専務理事就任。2007年から南医療生協代表理事・専務理事を兼務
して現在に至る。
南医療生協は1959年（昭和34年）、伊勢湾台風被災者への医療、生活支
援の中から、1961年に名古屋市南区に308人の組合員によって設立された。
１つの診療所からスタートしたが、現在では組合員は９万６千人を超え、事業
数は病院２つをはじめ、医療、介護、福祉、住宅など合計65事業を展開してい
る。年間収益は116億円。職員は1,077名。最近は、ボランティアによる、自立
生活困難な高齢者世帯、外国人への生活支援活動を地域で展開している。

令和4年度会員加入のお礼

（令和4年12月9日現在）

【一般会員】
 2,323件 2,764,000円
【法人会員】
 145件 575,000円
【合　　計】　
 2,468件 3,339,000円

社会福祉大会 講師プロフィ－ル

ありがと
うございました

2月4日（土）　午後1時30分～ 4時 
※受付は午後1時から開始

尾張旭市文化会館　あさひのホール
式典 … 午後1時30分～ 2時30分
講演 … 午後2時40分～ 4時
※講演の開始時間は、式典の進行状況により前後する場合がありますので
　ご了承ください。

南医療生活協同組合代表理事　成瀬　幸雄　氏
今こそ協働へ！地域の人々と協働してきずくまちづくり
のありかたを考える

●と　き

●ところ
●内　容

●講　師
●テーマ

●新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、大会規模の
縮小、中止等を行う場合がありますのであらかじめご了承くだ
さい。

日頃から福祉にご尽力いただい
ているかたがたの長年にわたる活
躍を顕彰し、地域福祉の一層の推
進を図るための大会です。
式典後には、南医療生活協同組
合代表理事の成瀬幸雄氏をお招き
し、「今こそ協働へ！地域の人々と協
働してきずくまちづくりのありかた
を考える」をテーマにご講演いただ
きます。
地域福祉活動にご活躍の皆さん

をはじめ、福祉に関心のあるかたの
参加をお待ちしています｡

第52回尾張旭市社会福祉大会を開催します
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この助成事業は、地域の高齢者やその介護者などの閉じこもりや孤立を防ぐため、集会所・ふれあい会館・
個人宅などの場所を活用し、地域の皆さんによる出会いの場づくりを支援します。
【助成対象活動】市内で行う、次の要件のすべてを満たすサロン活動の立ち上げに対し、開設資金を助成します。
①実 施 回 数：原則として、月1回以上　②活動内容：参加者の実情などに応じた多様な活動
③参 加 者 数：概ね5人以上　　　　　  ④会　　場：公民館などの公共施設や個人宅など多様な形態で可
⑤参加対象者：活動地域に在住し、交流や見守りが必要と思われる高齢者やその家族など
【助成金額】１か所につき、上限5万円

【健康サロン】
令和４年２月に本事業を活用していただきました。

①東印場ふれあい会館　
②毎週水曜日　午後１時から２時３０分まで　
③必要に応じて　④ダンス、お茶を飲みながら懇談など　
⑤地域の皆さんと一緒にダンスを通じて体を動かし仲間を作
ることで、人とのつながりを再確認し、心も体も健康になるこ
とを目的に開催しています。皆さんぜひご参加ください。

サロン活動紹介⑫

本会では、地域の高齢者のちょっとした困りごとをお手伝いする生活応援サポーターを養成するため、下表のと
おり講座を開催します。どなたでも受講できますので、ぜひご参加ください。なお、生活応援サポーターの登録は任
意です。

あなたの思いやりとやさしさを地域の高齢者にお届けしてみませんか！
令和4年度“あさひ生活応援サポーター養成講座”のご案内
あなたの思いやりとやさしさを地域の高齢者にお届けしてみませんか！
令和4年度“あさひ生活応援サポーター養成講座”のご案内

あさひ健康
マイスター
チャレンジ
対象事業

先着１５人 社会福祉協議会に電話または直接
保健福祉センター４階シアタールーム 午前１０時～正午

【 講 義 ３ 】

【 修 了 式 】

【 講 義 １ 】

【 交 流 会 】

【活動発表】

【趣旨説明】

【 講 義 ２ 】

１月２６日(木)まで申 込 受 付 期 間

２月１６日(木)
3
日
目

「先輩から学ぶ生活支援の実際」
　～一人の困ったに寄り添う支え合いの仕組み～
「生活リハビリで介護予防」
　～ふだんのくらしがリハビリに～
「生活支援の場面で求められるコミュニケーション」
　～相手も自分も心地よく～
「修了証書授与」

２月９日(木)

「私たちができる助け合いって何だろう」
　～ゲームで“たすけあい”をイメージ！～

2
日
目

1
日
目

内
容
及
び
開
催
日
等

第１７回開　催　回

「あさひ生活応援サービスについて」
　～生活応援サポーターの活動発表～ ２月２日(木)

「生活支援で人にやさしいまちづくり」

【申し込み及び問い合わせ先】　　生活支援コーディネーター業務担当（森島・鶴見・吉川）　ＴＥＬ ５５－７０７１

3社協だより 令和4年度 冬号（令和5年1月）



利用時間 午前９時～午後5時　※土・日曜日、祝・休日を除く　ＴＥＬ ５１-５５３５　 ＦＡＸ ５１-５５４３
尾張旭市渋川町三丁目５番地７ 渋川福祉センター内

ボランティアセンターからのお知らせ

〈２月・３月・４月のボランティアサロン〉

と　き ２月２４日（金）
午前１０時～正午
渋川福祉センター
１階　会議室

災害ボランティア
コーディネーター

尾張旭

１２人

ＴｏｙＴｏｙ 福島　晴彦氏

１０人 １０人

災害に備えよう！
～おすすめの
非常食～

布おもちゃを
つくろう

～くるりんバンド～

切り絵
～初夏の香りを
切り取ろう～

渋川福祉センター
１階　ボランティア室

渋川福祉センター
１階　ボランティア室

３月２日（木）
午前１０時～正午

４月１８日（火）
午後１時～３時

内　容

講　師

１００円 ２００円 ４００円参加費

定　員

ところ　ボランティアセンターでは、ボラ
ンティア活動に興味をお持ちのか
たや、すでに活動をされているかた
を対象に右表のとおり「ボランティ
アサロン」を毎月１回開催していま
す。この機会に、ボランティア活動
に触れてみませんか。ぜひ、ご参加
ください。
○申し込み及び問い合わせ先
渋川ボランティアセンター

あさひ健康
マイスター
チャレンジ
対象事業

ボランティアサロン
のご案内

※定員を超えた場合は、抽選になることがあります。

発育や発達に心配があるお子さ
んとその保護者に楽しくおもちゃで
遊んでもらうために、おもちゃ図書
館の運営をお手伝いいただくボラ
ンティアを募集しています。ぜひご
協力ください。

○活動日時
　開催日のうち、月１、２回程度
①毎週木曜日午後１時～３時と午後
２時３０分～４時３０分のシフト制
②第２水曜・第４木曜日午前１０時３
０分～正午

③第４土曜日午前１０時～正午
○活動場所
　おもちゃ図書館（①と③）または
ピンポンパン教室（②）
○申し込み及び問い合わせ先
　社会福祉協議会

おもちゃ図書館ボランティアぽっけ会員募集中！

ボランティア給食サービスの案内

本会ではボランティアグループく
すの木会の協力で、ひとり暮らしの
75歳以上のかたへ、月1回の手作
り弁当のお昼の宅配と、年1回のふ
れあい昼食会を行っています。
　現在、利用者を募集しています。
お気軽に申し込みください。
○対象　市内在住のひとり暮らし
で75歳以上のかた

○内容　月１回の昼食弁当の宅配
と年１回のふれあい昼食会
○費用　１食２００円

心をこめた弁当を作り、ひとり暮
らし高齢者宅へ宅配しませんか。利
用者のかたは月に１度のボランティ
アとの会話をとても楽しみにしてい
ます。
宅配だけのボランティアも募集し

ていますので、お気軽に問い合わせ
ください。
○活動日時
①定例会　毎月15日（月により変
更あり）午前10時から1時間程度
②宅配日　毎月第4月曜日（月によ
り変更あり）午前9時～午後1時
③宅配のみ　毎月第4月曜日（月

により変更あり）
○申し込み及び問い合わせ先
　社会福祉協議会

●利用者募集中！●利用者募集中！

●ボランティア募集中！●ボランティア募集中！

▲宅配の様子

・きのこご飯
・えびグラタン
・豚肉とじゃがいもの炒め煮
・ブロッコリーサラダ
・人参しりしり
・バナナ

献立例（１１月）
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食品をご寄付いただきありがとうございました!
〈ご寄付いただいた食品〉１２月１２日(月)～１８日(日)実施しました「ご家庭

に眠っている食品大募集!（フードドライブ事業）」に
ご協力いただきありがとうございました。
７日間の募集期間で、たくさんの食品が集まりま
したので感謝とともにご報告します。
ご寄付いただいた食品は１２月１９日（月）にフード
バンク事業を担う認定ＮＰＯ法人セカンドハーベス
ト名古屋へ提供しました。　

●臨時特例つなぎ資金貸付制度のご案内（※住居のない離職者のみ対象）
離職者を支援するための公的給付制度または公的貸付制度を申請している住居のない離職者に対して、当該給付
金または貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費を貸付けします。

※詳細な貸付条件、貸付内容、償還方法などについてはお問い合わせください。
※いずれの制度も貸付制度です。償還の目途が立たない世帯は対象外となります。
※本会に申請書類を提出後、愛知県社会福祉協議会で貸付の適否について審査があります。
※貸付元利金を償還期限までに償還しなかったときは、延滞元金につき年3%の率で、延滞利子を徴収します。
※不正な申請・要求が行われた場合は警察に通報することがあります。
※暴力団対策法に規定する暴力団員が属する世帯は対象外となります。

①総合支援資金（※低所得世帯のみ対象）
失業などによる日常生活上の困難や生活の立て直しのた
めに、一時的な資金を貸付けすることで解決・自立できる世
帯に貸付けします。
【対象とならない世帯】
・他の債務の返済充てや借り替え目的の場合
・他の公的給付または貸付（生活保護、失業等給付（待機期
間中を含む。）、年金など）を受けている世帯及び受けること
ができる世帯など

③教育支援資金（※低所得世帯のみ対象）
学校教育法に規定する高校・短大・大学・専
修学校に修学するための費用と入学に際し
必要な経費を貸付けします。

④不動産担保型生活資金（※高齢者世帯の
み対象）
一定の居住用不動産を有し、将来にわたり
その住居に住み続けることを希望する高齢者
世帯に対し、不動産を担保として生活資金を
貸付けします。②福祉資金

日常生活を送るうえで、または自立生活に資するために、
一時的に必要であると見込まれる費用を貸付けします。

食品の種類 点数（点）

米

缶詰

インスタント食品、レトルト食品

調味料各種

乾物（乾麺、海苔、豆など）

飲料（お茶、ジュース、コーヒーなど）

その他

27

55

110

48

39

39

163

481合　　　計

合計564.1㎏（米326.7㎏、米以外237.4㎏）

●問い合わせ先　社会福祉協議会

 ●生活福祉資金貸付制度のご案内 ●生活福祉資金貸付制度のご案内

注意
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認知症カフェ「かたろ～な」は認知
症のかたやそのご家族、地域にお
住まいのかたなどどなたでも気軽
に立ち寄っていただける場所になっ
ています。
現在、市内に4か所の「かたろ～

な」がありますが、立ち上げから年
数が経つにつれ、それぞれに特色
のある運営がされています。
今回は皆さんに「かたろ～な」へ
気軽に立ち寄っていただけるようそ
れぞれの特色を紹介します。
①ケアラーズカフェ
　「認知症の人と家族の会」が運営
しています。参加者には認知症のか

たの介護経験者が多く、経験に基
づく話し合いや相談をすることがで
きます。
②カフェうさぎ
　「かたろ～な」の中で、最も「話し
合うこと」を重視しています。ボラン
ティアが多く、じっくりと話し合いや
相談をすることができます。
③三郷ふぁんふぁん
　季節のイベントや折り紙などを楽
しんだり、年に数回「ミニ講座」を開
催しています。医療や看護の専門職
やボランティアによる相談や話し合
いをすることができます。
④平子ふぁんふぁん
　喫茶店で開催しており、気軽に立
ち寄っていただけます。コーヒーな

どを飲みながらリラックスした雰囲
気の中で話し合いたいかたにおす
すめです。
「かたろ～な」の開催日時や場所
等については地域包括支援センタ
ーまでお問い合わせください。

新型コロナとインフルエンザが同
時流行することが懸念されていま
す。最新の情報を確認しておきまし
ょう。また熱が出た時のホームケア
について知っておきましょう。
発熱には「上昇期」「極期（きょく

き）」「解熱期」の3段階があり、どの
段階にあるかによってケアが変わり
ます。
●「上昇期」
熱がぐんぐん上がっていく時期

です。悪寒（おかん※寒い）、鳥肌、
頭痛、筋肉痛、倦怠感等の症状が出
ます。特に、小児や自分の状態を話
すことのできなくなった高齢者は手
足が冷たくなることが一つの目安
になります。羽織りものや布団で体
を温めましょう。ホットパックなど温
罨法（おんあんぽう）も効果的です。
●「極期」
熱が上がりきった状態のことで

す。そもそも発熱は体の中の病原菌
と戦うことで引き起こされます。し
かし高熱が続くことは体に大きな負
担がかかります。体温が1℃上昇す
るごとに脈拍は8-10回/分増加し
呼吸も多くなり食欲不振、倦怠感、
顔面紅潮、手が熱い等の症状が出

知っておきたい発熱時の
ホームケアについて

「介護離職」について

知るサポだより
シルバーサポート

～尾張旭市地域包括支援センター～ TEL 55-0654（直通）

No.31

ます。熱がこもらないように布団は
かけすぎず、風通しの良い服装が
適切です。氷枕やアイスノン等で冷
罨法（れいあんぽう）を行います。
首、脇の下、鼠径部（そけいぶ※足
のつけね）を冷やすことが効果的で
す。
食事は①消化しやすい②食べや

すい③高カロリーのもの（おかゆ、
アイスクリーム、プリン等）が理想的
です。脱水になりやすいため水分を
摂り、食事が難しい場合はイオン飲
料等をお勧めします。
解熱剤は倦怠感等発熱による症
状が落ち着くため、使用上の注意を
よく理解して使用しましょう。また、
医師が熱型（発熱のパターン）を知
りたい場合は指示がありますので、
主治医に確認しましょう。
●「解熱期」
熱が下がっていく時期です。この
過程では、大量の汗や不感蒸泄（皮
膚や呼吸における水分蒸発）があり
ます。食欲が出て少しずつ活気が出
てきます。掛物をかけすぎず薄着
で、大量の発汗時はあせもができる
こともあるため体に負担のないよう
に着替えや清拭をしましょう。
積極的な冷罨法は必要ありませ

んが「気持ちいい」ときは希望に合
わせ行うとよいでしょう。
その時々の様子を見ながら、発熱
の時期にあったケアを行うことが大
切です。緊急を要する症状があった
場合はすぐに受診しましょう。
緊急を要する症状は①意識がも

うろうとしてぐったりしている②呼
吸困難③激しい腹痛、下痢④水分
が全く取れない⑤尿が出ない、極端
に減る⑥症状が長引いて悪化して
いる等の症状です。

家族に介護が必要になったらど
うしよう？どんな介護サービスがあ
るの？介護をしながら仕事を続けて
いくには？
いつまで続くかわからない介護

は、突発的な問題が発生することも
多い上、自分以外に担う人がいな
い場合も少なくありません。そのよ
うな理由から介護と仕事の両立が
困難になることも考えられます。介
護について何もかも抱え込み過ぎ
ず、介護サービスを利用するととも
に、介護休業制度等を活用すること
で、家族の介護と自分自身の生活
（仕事の継続）の両立を目指すこと
ができます。
〈支援制度について〉
〇介護保険制度
本人の自立支援のため、訪問通
所・宿泊・施設入所・住環境や福祉用
具の整備などの介護サービスを組
み合わせて利用することができま
す。（利用するためには、要介護（要
支援）認定を受ける必要がありま
す。）
〇仕事と介護の両立支援制度
要介護状態の対象家族を介護す

るため、休業・休暇の取得や介護の
スタイルに合わせた短時間勤務や
フレックスタイムなど、働き方を選
べる育児・介護休業法による制度で
す。
厚生労働省「介護離職ゼロポータ

ルサイト」から、介護サービスや介護
と仕事を両立していくために活用い
ただける制度の関連情報へアクセ
スできます。「仕事と介護両立のポ
イント」なども紹介されていますの
で、ぜひ参考にしてください。
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認知症カフェ「かたろ～な」は認知
症のかたやそのご家族、地域にお
住まいのかたなどどなたでも気軽
に立ち寄っていただける場所になっ
ています。
現在、市内に4か所の「かたろ～

な」がありますが、立ち上げから年
数が経つにつれ、それぞれに特色
のある運営がされています。
今回は皆さんに「かたろ～な」へ
気軽に立ち寄っていただけるようそ
れぞれの特色を紹介します。
①ケアラーズカフェ
　「認知症の人と家族の会」が運営
しています。参加者には認知症のか

たの介護経験者が多く、経験に基
づく話し合いや相談をすることがで
きます。
②カフェうさぎ
　「かたろ～な」の中で、最も「話し
合うこと」を重視しています。ボラン
ティアが多く、じっくりと話し合いや
相談をすることができます。
③三郷ふぁんふぁん
　季節のイベントや折り紙などを楽
しんだり、年に数回「ミニ講座」を開
催しています。医療や看護の専門職
やボランティアによる相談や話し合
いをすることができます。
④平子ふぁんふぁん
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ち寄っていただけます。コーヒーな

どを飲みながらリラックスした雰囲
気の中で話し合いたいかたにおす
すめです。
「かたろ～な」の開催日時や場所
等については地域包括支援センタ
ーまでお問い合わせください。

尾張旭市ジュニアリーダーズクラブで一緒に活動しませんか尾張旭市ジュニアリーダーズクラブで一緒に活動しませんか

『ひまわりサン』参加者募集！！『ひまわりサン』参加者募集！！

活動内容
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ます。
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呼吸も多くなり食欲不振、倦怠感、
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適切です。氷枕やアイスノン等で冷
罨法（れいあんぽう）を行います。
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のつけね）を冷やすことが効果的で
す。
食事は①消化しやすい②食べや

すい③高カロリーのもの（おかゆ、
アイスクリーム、プリン等）が理想的
です。脱水になりやすいため水分を
摂り、食事が難しい場合はイオン飲
料等をお勧めします。
解熱剤は倦怠感等発熱による症
状が落ち着くため、使用上の注意を
よく理解して使用しましょう。また、
医師が熱型（発熱のパターン）を知
りたい場合は指示がありますので、
主治医に確認しましょう。
●「解熱期」
熱が下がっていく時期です。この
過程では、大量の汗や不感蒸泄（皮
膚や呼吸における水分蒸発）があり
ます。食欲が出て少しずつ活気が出
てきます。掛物をかけすぎず薄着
で、大量の発汗時はあせもができる
こともあるため体に負担のないよう
に着替えや清拭をしましょう。
積極的な冷罨法は必要ありませ

んが「気持ちいい」ときは希望に合
わせ行うとよいでしょう。
その時々の様子を見ながら、発熱
の時期にあったケアを行うことが大
切です。緊急を要する症状があった
場合はすぐに受診しましょう。
緊急を要する症状は①意識がも

うろうとしてぐったりしている②呼
吸困難③激しい腹痛、下痢④水分
が全く取れない⑤尿が出ない、極端
に減る⑥症状が長引いて悪化して
いる等の症状です。

家族に介護が必要になったらど
うしよう？どんな介護サービスがあ
るの？介護をしながら仕事を続けて
いくには？
いつまで続くかわからない介護

は、突発的な問題が発生することも
多い上、自分以外に担う人がいな
い場合も少なくありません。そのよ
うな理由から介護と仕事の両立が
困難になることも考えられます。介
護について何もかも抱え込み過ぎ
ず、介護サービスを利用するととも
に、介護休業制度等を活用すること
で、家族の介護と自分自身の生活
（仕事の継続）の両立を目指すこと
ができます。
〈支援制度について〉
〇介護保険制度
本人の自立支援のため、訪問通
所・宿泊・施設入所・住環境や福祉用
具の整備などの介護サービスを組
み合わせて利用することができま
す。（利用するためには、要介護（要
支援）認定を受ける必要がありま
す。）
〇仕事と介護の両立支援制度
要介護状態の対象家族を介護す

るため、休業・休暇の取得や介護の
スタイルに合わせた短時間勤務や
フレックスタイムなど、働き方を選
べる育児・介護休業法による制度で
す。
厚生労働省「介護離職ゼロポータ

ルサイト」から、介護サービスや介護
と仕事を両立していくために活用い
ただける制度の関連情報へアクセ
スできます。「仕事と介護両立のポ
イント」なども紹介されていますの
で、ぜひ参考にしてください。

と　き：
ところ：
対象者：
定　員： 内 容：

３月4日(土)～3月5日（日）の1泊2日
春日井市少年自然の家　※尾張旭駅よりバスで送迎
市内在住または在学の小学５・６年生
先着１５人 ジュニアリーダーとのレクリエーションなど

申込先

申込期限
社会福祉協議会

2月10日（金）
※ただし定員になり次第締切
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「福祉に役立ててください」と、たくさんの善意が寄せられています。
皆さんにご報告するとともに、厚くお礼申し上げます。

善意のご寄付ありがとうございます

８月２５日～１2月13日　（順不同）

※物品の状態によっては受け取りできない場合がありますのでご了承ください。

■一般寄付

M＆Eマジッククラブ　様
匿名（3件）

12,190
17,155

寄付者名/寄付金額（単位：円）

■物品寄付

紙おむつ4袋
紙おむつ4袋

令和4年度農業まつり品評会農作物
米90㎏

雑貨18点
車いす1台、紙おむつ50袋、

尿とりパッド77袋、防水シーツ2袋

山田　昌子　様（旭前町）
鈴木　かつ子　様（東大久手町）
尾張旭農業まつり実行委員会　様
東海労働金庫瀬戸支店運営推進委員会　様
イトーヨーカドー尾張旭店　様

寄付者名/物品名

　新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限りの対策を
講じながら各種事業を行いますが、今後の状況の変化によっては内容を
変更する場合や、開催を延期または中止する場合がありますので予めご
承知おきください。
※記載の内容は記事編集時点でのものです。最新の情報は、本会ホーム
　ペ―ジをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に伴う社会福祉
協議会（関係団体含む）の事業について

社会福祉協議会の広報紙「社協だ
より　尾張あさひ」に広告を掲載し
てみませんか？
令和５年度春号（４月発行）に掲載
の広告を募集します。
募集期限は、2月3日（金）までで
す。
広告の掲載は有料です。広告掲載
に関する詳細につきましては、下記
までお問い合わせください。

※広告の１枠の大きさは、縦６㎝、横８．５
㎝です。ただし、２枠、４枠分の大きさ
で掲載することもできます。

「社協だより 尾張あさひ」
〔広告掲載のご案内〕

社会福祉協議会
電話 ５４-４５４０問い合わせ先

こんなとき、こんなお金をぜひ、
社会福祉協議会へご寄付を！！
○福祉のために役立てようと思ったとき
○会社や商店の開設、
　開店などの記念事業の一部
○お祝い事、香典の一部
○同窓会などの残金、
　各種チャリティーバザー

▲自走式車いす

▲介助式車いす ▲車いす専用車

会員の皆さんへお得な情報
本会では、会員の皆さんを対象

に、車いす及び車いす専用車を無
償でお貸ししていますので、お気軽
にご利用ください。
○車いす
歩行が不自由なかたなどを対象

に貸出を行っています。窓口での手
続きにより、その場で貸出が可能で
す。ただし、入院中または入所中の
かたは除きます。なお、貸出期間は
最長３か月です。
３か月を超えて車いすの利用を希
望されるかたは、窓口での手続きに
より更新が可能です。在宅介護など
で車いすが必要な際は、ぜひご利
用ください。
目的に合わせて、２種類（自走式

または介助式）の車いすからお選び
いただけます。ただし、車いすの数
に限りがありますので、お貸しでき
ない場合があります。予約制ではあ

りませんのでご注意ください。
また、すでに車いすを３か月以上
借りているかたで、更新や返却がお
済みでない場合は窓口にて手続き
をお願いします。

○車いす専用車
車いすを利用されているかたの

ために、車いすに乗車したまま車内
に乗り入れることができる車いす専
用車をお貸しします。貸出期間は原
則として１週間につき１回、３日以内
です。
ただし、車いす専用車は車いすに
乗車したまま運転したり車内を移動
したりすることはできません。また、
燃料費（ガソリン代）・通行費・駐
車料などの費用は利用者負担とな
りますのでご注意ください。

匿名（12件）
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